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令和２年度の教育課程の見直しについて 

 

 平素は、本校の教育活動の推進にご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

さて、本市では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために臨時休業措置を令和 2

年 5 月 31 日で中止し 6 月 1 日から学校を再開しました。この間、登校日を設けるなどの

学習の機会を保障する取組を講じてきましたが、引き続き万全の感染症対策を講じなが

ら、生徒の学びを保障していく必要があります。 

本校におきましても、この方針のもとに、下記のように教育課程の変更、学校行事の中

止・変更を行い、最大限、生徒の健やかな学びを保障してまいります。 

つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いたします。 

 

【変更点】 

 

１ 年間５回以上の「土曜授業」をおこないます。 

（１学期は２回おこないます。） 

２ 毎日「６時間授業」をおこないます。 

３ 年間１５回以上の「７時間授業」をおこないます。 

（１学期は３回おこないます。） 

４ 「１学期の定期テスト」は期末テストの１回のみをおこないます。 

（７月１５日（水）～１７日（金）） 

５ ３年生の「実力テスト」はおこないます。 

（第１回 ７月１日） 

６ 「懇談」は４５分の５時間授業の後におこないます。 

（７月３１日（金）～８月６日（木）給食有） 

７ 「始業式・終業式」の日は授業・給食をおこないます。 

８ 「プレゼン八阪」は中止です。 

９ 「体育大会」は９月に延期し、縮小しておこないます。保護者の観覧はできます。 

１０ ２年生の「職場体験」は中止です。 

１１ ３年生の「修学旅行」は１１月に変更します。長崎方面です。 


